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   韓韓韓国国国でででＡＡＡＳＳＳＦＦＦ発発発生生生拡拡拡大大大中中中！！！      

 
韓国では、飼養豚におけるＡＳＦ（アフリカ豚熱）の発生が拡大しており、

今月に入り３件発生が継続しております。 

中国・韓国等では春節（旧正月）を迎えており、アジア地域における人や

物の移動が盛んになることから、我が国へのアフリカ豚熱や口蹄疫等、
悪性伝染病の侵入リスクが高くなると考えられています。 

 再度、農場内の侵入防止対策の確認をお願いします。 
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                                           「農林水産省 HP より」 



農場へのアフリカ豚熱・口蹄疫等の侵入を防ぐため、

下記事項の徹底をお願いします！ 

 １ 畜産関係者の海外渡航の自粛  

アフリカ豚熱・口蹄疫等が発生している国への渡航

を可能な限り自粛しましょう。 
 

＜やむを得ず発生国に渡航する場合の対応＞ 

① 産関連施設に立ち入らない 

② 動物との不要な接触を避ける 

③ 肉製品等を日本に持ち帰らない 

④帰国の際に到着した空海港の動物検疫所のカウンター 

に立ち寄り指導を受ける 

＜帰国後の対応＞ 

①１週間農場に入らない 

②海外で使用したものを農場内に持ち込まない 

 ２ 飼養者以外の者の農場への入場制限  

飼養者以外の者の農場敷地内への出入りを制限し、 

家畜が外部の者と接触することは極力避け、農場立入記録簿を備え

記録しましょう。 

 ３ 農場・畜舎での消毒の徹底  

 家畜伝染病予防法の改正により、畜産農家が畜舎等の出入り口付近に

消毒施設を設置し、人や車輌の出入りに際し消毒することが

義務付けられています。 

 

家畜に異状を認めた際は、家畜保健衛生所までご一報ください 

０２３８－４３－３２１７ 

０８０－１８４０－０７０５ 
上記電話番号で２４時間対応しています！ 


